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１．背景と目的 

近年，農業の生産において土づくりが危惧される状況となって

いる。具体的には，農地でのたい肥等の使用量が著しく低下し，

化学肥料・農薬への過度の依存が顕著となっている。すなわち，

農業の生産環境は悪化している（農林水産省制定 1999 年 10 月

25日11農産第6789号農産園芸局長通知）1） 。このことを背景

として，1999年に施行された「持続性の高い農業生産方式の導入

の促進に関する法律」は，「持続性の高い農業生産方式の導入を促

進するための措置を講ずることにより，環境と調和のとれた農業

生産の確保を図り，もって農業の健全な発展に寄与することを目

的」（同法第一条）としている。農業での調和のとれた土づくりに

おいて，バイオマス 2）を含む地域資源の利活用は必要不可欠とな

る。なお，本研究の地域資源とは，有形無形の対象であり，人間

が関与することにより地域資源として維持活用される資源をさ

す 3）。 
バイオマス利活用に関する先行研究は次の二つに大別できる。

一つは，バイオマスの利活用の可能性に関するものである。上原・

重松（2001）4）は，離島における循環型地域システムのモデルを

再生可能エネルギーシステムの観点より構築し，その可能性を検

討した。原科・武内（2004）5）は，バイオマス腑存量とバイオマ

ス利活用のシステム可能性や評価と主要課題を明らかにしている。

上原ら（2005）6）は，里地・里山林の実態調査・分析により，対

象地の現状と潜在的な評価・策定・土地利用モデルを提案した。 
もう一つの先行研究は，バイオマス利活用の実態とその課題を

明らかにしたものである。藤科・小沢（2005）7）は，バイオマス

利活用システムの実態を明らかにし，その維持可能性を環境への

配慮・経済的効率・社会的均衡の３基準より評価した。五十嵐・

北野（2006）8）は，バイオマス利活用の関連者を対象とした実態

調査から，バイオマス利活用システムの持続に必要な課題を明ら

かにしている。 
しかしながら，バイオマスの利活用において，行政が主導し行

政区の住民が担い手となって持続しているたい肥製造のシステム

を明らかにした研究は，ほとんど見当たらない 9）。そこで本研究

は，少子高齢化が進行し農家による良質な土作りが困難になりつ

つある中山間地域において，(1)行政主導によるバイオマスを利活

用しているたい肥の製造実態，(2)たい肥製造の発酵促進剤として

行政による落葉買取の実態と担い手の落葉収集の実態を明らかに

することを目的とする。 
 

２．研究の方法 

（１）研究対象の概要 

１）茂木町の概要 

北関東である栃木県の東南に位置し，茨城県と接する芳賀郡茂

木町（以下，茂木町）は東西12km・南北27km，面積172.71㎢

を範囲としている。八溝山地西麓にある茂木町の地積は(1)山林

（60％，内広葉樹が約 60％）(2)農用地（14％）を占め，茂木町

は中山間地域である。なお，茂木町の行政区分は 42 地区となっ

ている。 
2014年8月時点の茂木町における人口は1万3千777人（2000

年の1万7千466人から78％に減少），世帯数は4,691世帯（2000
年の 5036 世帯から 93％に減少）となっている。また，2010 年

度の国勢調査において，全国の平均年齢が45.0歳であったのに対

し，茂木町の平均年齢は51.1歳となった。すなわち，高齢化が進

展している。 
２）「美土里館」設立の経緯 

葉たばこの生産・加工は，江戸時代から 1990 年まで茂木町に

おける農家の重要な換金作物であった。また，茂木町茂木地区に

て旧・日本専売公社による茂木煙草製造所は，1905年から1977
年まで運営されていた。その間，たばこ産業は茂木町の主要産業

であった。 
旧・日本専売公社は，茂木町九石地区にて落葉を主原料とした

腐葉土の製造工場も運営していた。原材料である落葉を収集する

担い手は，葉たばこを生産・加工する農家であった。旧・日本専

売公社は，農家が里山にて収集した落葉を有料にて買い上げして 
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いた。 
旧・日本専売公社は，2000年に腐葉土の製造工場も閉鎖した。

それに伴い，腐葉土の製造工場は旧・日本専売公社から茂木町役

場へ譲渡された。それを受けて，茂木町役場は落葉以外の有機物 

も原材料とするたい肥の製造を可能にするため，増設工事を開始

し2003年に完了した。なお，この増設工事は，1999年施行され

た「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律」

にそくして，茂木町での酪農家の家畜排せつ物を処理する目的も

存在した。 
たい肥を製造する「茂木町有機物リサイクルセンター美土里館」

（以下，「美土里館」）は，2003 年 4 月より製造を開始し，2014
年現在も茂木町役場の施設として稼動している。なお，茂木町は

「美土里館」での取り組みにより，2004年度農村振興局長賞（バ

イオマス利活用優良表彰）を受賞した。 
（２）調査方法 

 調査期間は2014年2～8月までであった。調査対象は，(1)「美

土里館」事務担当全員3人，(2)「烏生田地区むらづくり協議会」

の里山保全活動を担う5人，とした。調査方法は，(1)資料調査 10）11），

(2)聞き取り，(3)参与観察，とした。 
調査対象の選定理由は，(1)「美土里館」が茂木町役場によって

運営されていること，(2)2003年に設立した「美土里館」が，設

立時点から落葉を有償で買い取るシステムを2014年現在持続し

ていること，(3)「烏生田地区むらづくり協議会」が2003～2014
年現在まで，「美土里館」に落葉を納入している唯一の組織，にあ

る。なお，使用した統計ソフトはSPSS17.0であった。 
 
３．結果と考察 

（１）「美土里たい肥」の概要  

敷地面積14,070㎡の「美土里館」は，10棟からなっている。

具体的には，原料投入棟・円形醗酵攪拌棟・二次発酵棟・乾燥棟・

製品棟（「美土里たい肥」の梱包）・保管庫と副資材保管庫（落葉・

間伐材を粉砕したおが粉を保管）・液肥化装置棟・脱臭棟・管理棟

（事務室），である。また，管理棟正面にはトラックスケールが設

置され，入出庫するすべての車両の重量を計量・記録している。

それにより，「美土里たい肥」原材料と「美土里たい肥」の小売重

量が記録される。 
「美土里館」が製造する「美土里たい肥」の有機物は，(1)主原

料（家畜排せつ物・家庭系生ゴミ・事業系生ゴミ）12），(2)副資材

（落葉・「美土里たい肥」・間伐材・籾殻 12）・竹粉）である。すべ

ての主原料と副資材は「美土里館」に搬入され，各工程をへて105
日後に有機肥料「美土里たい肥」として製造が完了する。年間の

処理能力は4,441トン，稼動日数は年間315日間である 13）。「美

土里たい肥」の主成分は，窒素とリンが各0.6％・カリ0.7％・微

量要素 14）がバランスよく含まれている。また，製造過程におい

て水分の蒸発と異物除去工程を経るため，「美土里たい肥」は，さ 
 

図‐1 「美土里たい肥」原材料の推移 

図‐2 「美土里たい肥」用途別の推移 

 

らさらの良好な状態となり，無臭である。なお，「美土里たい肥」

の発酵促進材は，茂木町内の落葉に付着した土着菌と「美土里た

い肥」のみである。 
図‐1 は，2003～2013 年度までの「美土里たい肥」原材料の

推移を示した。2003年13戸であった酪農家は，2014年時点で8
戸へと減少した。そのため，主原料は減少傾向にある。副資材は

多少の変動があるものの，比較的安定的に推移している。 
図‐2は「美土里たい肥」の用途別（副資材・小売）の推移で

ある。「美土里たい肥」の小売 15）において，2006年度よりほぼ

完売する順調な状況となっている。これは，高品質な「美土里た

い肥」の購入者が茂木町内外に存在するためである。なお，「美土

里館」にて製造された「美土里たい肥」は，「美土里館」・「道の駅

もてぎ」にて，1kg（3.6リットル）100円にて小売されている。 
（２）落葉収集の実態 

１）「美土里館」による落葉買取システム 

「美土里たい肥」の製造は，原材料の3.5～6.1%を占める発酵

促進剤である落葉が必要不可欠となる。このため，「美土里館」は

茂木町内在住者を対象とする回覧板を活用して，毎年10～11月

に落葉収集の担い手である落葉収集者を募集し，登録管理してい

る。なお，過去の落葉収集者からの応募が今年度に無かった場合，

「美土里館」は過去の落葉収集者へ電話し，登録者の増加を推進

する。 
落葉収集者登録の条件は，乾燥した落葉を専用の落葉収集袋（深

さ50cm・幅60cm・奥行き80cm）に一袋15kg以上収納し，そ

の落葉収集袋を25袋以上，すなわち一冬に375kg以上の落葉を

「美土里館」に納入すること，である。「美土里館」が所有する落

葉収集袋は300袋（約4,500kg分）である。 
「美土里館」は，落葉収集者の登録が確定した時点で，約 200

袋（約3,000kg分）を落葉収集者へ配布する。毎年11～3月の落

葉収集期間は循環的に落葉収集袋を使用し，毎年1万2千～2万

2千袋分の落葉が「美土里館」に納入される。なお，「美土里館」

は町内約 50 ヘクタールの里山から落葉が供給されているとして

いる。 
平均的な落葉収集者は，60歳以上である。落葉収集者は，いわ 

ゆる「山の掃除」と称する下草刈りが完了した里山にて，竹ぼう 
きを用いた落葉収集を行い，一日に約 300kg 以上の落葉を約 20
袋の落葉収集袋に梱包する。すなわち，1 日当たり 8,000 円の所

得を得ている。また，表‐1 に示したように，落葉収集者の一冬

当たりの平均的な落葉収集量は 223～307 袋となっており，約

89,200～122,800円が落葉収集者の収入となる。 
 

表‐1 一登録当たりの落葉収集袋の推移（単位：袋） 

年度 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

落葉収集者

の平均
264.8 255.1 241.5 237.4 223.3 307.3 237.7
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落葉収集の代金は，「美土里館」から落葉収集者の口座へ振り込 
まれる。具体的には，(1)落葉収集者は当年度最終の落葉収集を「美 
土里館」へ納入した後，茂木町役場所定の書式である請求書に収 
した落葉の袋数と振込口座を記入し「美土里館」へ提出，(2)「美

土里館」は落葉収集者が発行した請求書と，当人が納入した落葉

収集袋の数量を精査，(3)「美土里館」は落葉収集者の指定口座に

落葉収集袋一袋当たり400円 16）の振り込み，である。 
２）落葉収集の減少傾向 
 図‐3 は，2003～2013 年度の落葉収集量の推移を示した。最

大重量は，2009年度の340トンであった。しかしながら，2009
年度以降は減少傾向となり，2013年度は2009年度の53％となっ

ている。有機物の発酵促進剤である落葉収集量の減少は，(1)「み

どりたい肥」小売分の確保を困難化，(2)「美土里たい肥」の持続 
 

 
図‐3 落葉収集量の推移 

 

図‐4 年度別落葉収集地区・落葉収集者の登録推移 

表‐2 １地区当たりの各戸での落葉収集者の推移（単位：地区）

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

27 28 31 24 25 22 18 25.0

1人 12 14 13 11 13 12 10 12.1

2人 7 8 14 9 7 7 5 8.1

3人 5 4 1 1 4 3 2 2.9

4人 2 1 2 2 1 0 1 1.3

5人 1 0 0 1 0 0 0 0.3

6人 0 1 1 0 0 0 0 0.3

1人 44% 50% 42% 46% 52% 55% 56% 49%

2人 26% 29% 45% 38% 28% 32% 28% 32%

3人 19% 14% 3% 4% 16% 14% 11% 12%

4人 7% 4% 6% 8% 4% 0% 6% 5%

5人 4% 0% 0% 4% 0% 0% 0% 1%

6人 0% 4% 3% 0% 0% 0% 0% 1%

計 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

構

成

比

１

地

区

当

の

落

葉

収

集

者

数

2007～

2013平均

年度

落葉収集地区数

（箇所）

 

的な製造が困難となる要因である。 
図‐4にあるように，落葉収集者は茂木町の行政区42地区中， 

18～31地区（43～74％）に存在 17）する。また，茂木町全体の落

葉収集者は，30～58人となっている。しかしながら，落葉収集の

地区数・落葉収集者ともに，2009年度以降は年々減少傾向にある。

これは，落葉収集者が加齢による体調不良や体力減少を理由に落

葉収集を休止するためである。なお，落葉収集者と落葉収集の地

区数は，y=2.462x－15.020いう関係が見られた（R2= 0.953，p< 
0.001で有意）。すなわち，落葉収集者の増加は，落葉を収集する

地区数の増加が必要となる。 
表‐2において，1地区当たりの各戸での落葉収集者は1～6名

となっている。その内，落葉収集者が1地区1名となっている地

区は，毎年度42～56％であり，年々増加傾向にある。一方，落葉 
収集者が1地区3～6名となっている地区は，2007年度は30%を

占めたものの，その後減少傾向となっており，2013 年度は 17％
となっている。すなわち，各地区内に存在する落葉は，1 地区に

つき 1～2 名の落葉収集者が担い手となり「美土里館」へ納入さ

れている。また，1 地区内での落葉収集者の減少傾向は落葉収集

地区の消滅に直結するため，茂木町において落葉収集量減少の要

因となる。なお，後述する「烏生田地区むらづくり協議会」は，

複数地区にて落葉を収集するため，表‐2には含まれない。 
３）落葉収集システム 
図‐5 は，茂木町における一般的な落葉収集の形態である。し

かしながら，2009年度以降，高齢化の影響により各戸による落葉

収集は，落葉収集量・落葉収集者共に減少傾向にある（図‐3・4）。 
「美土里館」に落葉を 2003 年度から毎年納入している唯一の

組織である「烏生田地区むらづくり協議会」の落葉収集システム

は，図‐6 のようになっている。なお，里山保全活動の対象が町

有地である場合は，(2)と(3)の手順は不要となる。 
1998年に25人で設立した「烏生田地区むらづくり協議会」は，  

都市農村交流である「梅の木オーナー」制度の設立と運営・烏生 
田地区内で生産された梅の加工販売が，主たる活動となっている。 
なお，「烏生田地区むらづくり協議会」はこれらの活動が評価され， 
2003年度農林水産大臣賞（豊かなむらづくり）を受賞している。 
茂木町農林課は図‐6の(1)～(5)に示したようなシステムにて， 

「烏生田地区むらづくり協議会」に里山保全活動の依頼を行って 
いる 18）。それを受けて「烏生田地区むらづくり協議会」は，烏生 
田地区内にて各戸で行っていた落葉収集を組織化し，12人で里山 
保全活動を開始した。 
「烏生田地区むらづくり協議会」による里山保全活動を含む落

葉収集は，冬期の週4～5日間・毎回9～16時となっている。2014 
年現在の5人は，(1)年齢が60～80代，(2)平均年齢が73.6歳，(3) 
 

各戸が所有する

里山にて落葉収集

「美土里館」へ

収集した落葉を納入  
図‐5 各戸による落葉収集システム

(2)交渉

茂木町農林課 (3)了承 里山の所有者

 　(1)里山保全地を選定1）

  (4)里山保全活動2）を依頼

     (4)　                 (5)
「烏生田地区むらづくり協議会」

(5)里山保全活動2）を受諾

・里山保全の担い手を決定
・烏生田地区での落葉収集
・里山保全活動地での落葉収集

「美土里館」へ
収集した落葉を納入

1）町有地を含む
2）下草刈り・倒木や枯損木の除去  

図‐6 組織化による落葉収集システム 
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図‐7 「烏生田地区むらづくり協議会」の里山保全活動地 

 表‐3「烏生田地区むらづくり協議会」落葉収集の推移 

年度 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 平均

里山保全活動
の担い手（人）

12 12 11 11 5 5 5 8.7

落葉の
袋数（袋）

503 452 452 801 1,580 1,534 151 782

一人当（袋） 41.9 37.7 41.1 72.8 316.0 306.8 30.2 120.9  

 

落葉収集経験は 4 年目と 6 年目が各 1 人・11 年目が 3 人，であ

る。また，里山保全活動の手順は，(1)下草刈り，(2)枯損木の除去，

(3)(1)と(2)により荒廃が改善した里山での落葉収集，となってい

る。 
図‐7は，茂木町42行政区と「烏生田地区むらづくり協議会」

の落葉収集の範囲を示した。「烏生田地区むらづくり協議会」は茂

木町農林課から里山保全活動を受諾することにより，烏生田地区

以外での落葉収集が可能となっている。 
表‐3 に示したように，里山保全活動の担い手は 2009 年度よ

り減少している。これは，(1)茂木町農林課からの依頼面積の減少

に応じた人数，(2)高齢化や体調不良により落葉収集を休止したた

め，である。2010年度までは落葉収集者は男性7人女性4～5人

であった。2011年度以降は，男性5人が里山保全活動の担い手と

なっている。なお，年度による落葉袋数の増減は，荒廃した里山

再生に要する期間である。具体的には，下草刈りを 2～4 年間持

続すると，里山は再生し，落葉収集が可能となる。その後，「烏生

田地区むらづくり協議会」の里山保全活動は新たな里山にて実施

される。 
 
４．まとめ 

本研究は，少子高齢化が進行している中山間地域での地域資源

である有機物リサイクルの利活用において，行政が主導し行政区

の住民が担い手となって持続しているたい肥製造，特に落葉買

取・収集システムを明らかにした。 
旧・日本専売公社の腐葉土製造工場が所在地行政へ譲渡された

ことにともない，行政は町内の多様な地域資源を活用するたい肥

製造工場へと増設した。良質な地域資源から製造するたい肥は高

品質となり，製造分は完売する小売状況が持続している。そのた

め，たい肥製造工場は製造設備を最大限に稼動させて，小売への

たい肥供給を支えている。 
高品質なたい肥製造の発酵促進剤として，地域資源である里山

の落葉は必要不可欠となる。そのため，たい肥製造工場は行政区

内にて落葉収集者を募集登録した後，管理している。落葉収集者

の登録条件は，一冬に乾燥した落葉375kg以上をたい肥製造工場

に納入することである。たい肥製造工場は，落葉収集者が収集し

た落葉を買い上げ，落葉収集者の指定口座へ1年に一度落葉収集

代金を振り込んでいる。すなわち，地域資源を有償化することに

より，高品質なたい肥の製造は可能となり，里山も保存される。 
落葉収集地区と落葉収集者は，年々減少傾向にある。これは，

落葉収集者が加齢による体調不良や体力減少を理由に落葉収集を

休止するためである。この対策として現在主流となっている各戸

が保有する里山での落葉収集システムから，既に稼動している各

戸が保有する里山以外での落葉収集システムへの移行が急がれる。 
今後の課題は，たい肥の購入者が生産する農作物の実態調査と

その農作物生産の持続システムを明らかにすることにある。 
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